
東広島医療センターの沿革

昭和１４年　２月　９日 傷痍軍人広島療養所として開設

昭和２０年１２月　１日 厚生省に移管・国立広島療養所と改称

昭和２２年　４月　１日 日本医療団の国立移管に伴い、国立畑賀療養所及び国立原療養所が当所の分院となる

昭和２６年　４月　１日 国立原療養所が独立

昭和２７年　４月　１日 国立畑賀療養所が独立

昭和４０年　３月２４日 一般病床１５０床承認

昭和４１年　４月　５日 救急病院の指定を受ける

昭和４５年　４月　１日 国立療養所広島病院と改称

昭和５０年　４月１０日 一般病床２００床に変更承認

昭和５４年　１月　５日 一般病床２５０床に変更承認

昭和５８年　３月３１日 一般病床３５０床に変更承認

昭和５９年　４月　１日 結核６ケ病棟を５ケ病棟に集約（２８５床）

昭和６０年　３月２９日 「国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」発表

昭和６１年　１月 　　 「広島病院と畑賀病院」を統合する再編成の全体計画公表

昭和６２年　８月　１日 結核５ケ病棟を４ケ病棟に集約（２３５床）

平成　２年　１月１７日 結核４ケ病棟を３ケ病棟に集約（１８５床）

平成　５年１０月　１日 結核３ケ病棟を２ケ病棟に集約（１２５床）

平成１２年  ９月１１ 統合新病院にかかる基本構想発表

平成１３年　３月２８日 統合新病院にかかる基本計画発表

平成１３年１２月　１日 「畑賀病院」と統合し、新しく「国立療養所広島病院」が発足（一般３５０床、結核１００床）

平成１４年　１月　１日 特定集中治療室（ＩＣＵ４床、ＣＣＵ４床）承認

平成１５年　６月　１日 一般３１床増床に伴い１ケ病棟開棟（一般３８１床、結核１００床）

平成１５年１０月　１日 ＣＣＵ２床承認（ＩＣＵ４床、ＣＣＵ６床となる。）

平成１６年　４月　１日 厚生労働省から独立行政法人に移行

　　　　　　　　　　　 「独立行政法人国立病院機構東広島医療センター」に改称

平成１７年　３月　１日 結核病棟１ケ病棟に集約（５０床で運用）

平成１８年　８月２１日 日本医療機能評価機構認定病院となる

平成１８年　８月２４日 地域がん診療連携拠点病院に指定

平成１８年１２月　１日 特定集中治療室（ＩＣＵ４床、ＣＣＵ４床となる）承認

平成１９年１０月３１日 結核病床５０床に変更承認

平成２０年　９月　１日 新病棟（３６０床）へ移転

平成２１年　８月１２日 地域医療支援病院承認

平成２２年　４月　１日 ＤＰＣ対象病院となる。



平成２３年　９月　１日 広島県DMAT指定病院となる。

平成２４年　２月１５日 外来管理診療及び周産期母子医療センター竣工

平成２４年　３月　１日 感染病床４床を増床

平成２４年　３月２９日 地域災害拠点病院となる。

平成２４年　７月　１日 新生児特定集中治療室（６床）承認　（ＮＩＣＵ）

平成２４年１０月　１日 地域周産期母子医療センターとなる。

平成２６年　６月　１日 人工透析センター（１０ベット）運用開始

平成２８年　７月２９日 新治療棟増築により手術室5室→８室運用となる。

平成３０年　４月　１日 病床返還　休床中の結核病床３４床を返還

（一般３８１床、結核１６床、感染４床　計４０１床で運用）

令和３年　　４月　１日 がんゲノム医療連携病院となる。

令和３年　　６月　１日 無菌治療室４床運用開始。

令和４年　　２月２８日 特定行為研修指定研修機関として指定。

旧　国立療養所畑賀病院の沿革

昭和　８年１０月　７日 広島市畑賀病院として発足

昭和１８年　４月　１日 日本医療団創設により日本医療団畑賀病院となる

昭和２２年　４月　１日 厚生省移管、国立広島療養所の分院となる

昭和２７年　４月　１日 国立療養所畑賀病院として独立

昭和２８年　４月　１日 国立畑賀療養所と改称

昭和４９年　４月　１日 国立療養所畑賀病院と改称

平成１３年１２月　１日 広島市に移譲、市は病院運営を広島市医師会に管理委託し、

広島市医師会運営・安芸市民病院として運営


